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5.3 騒音・振動 

5.3.1 工事の施行中 

(１) 調査事項  

調査事項は、表 5.3-1に示すとおりとする。 

 

表 5.3-1 調査事項 

区分 調査事項 

予測した事項 建設機械の稼働に伴う騒音・振動 工事用車両の走行に伴う騒音・振動 

予測条件の状況 
・建設機械の稼働状況（種類、台数、

使用状況） 

・工事用車両の台数及び断面交通量

（時間帯別、車種別、方向別） 

環境保全のための措置

の実施状況 

・計画地の敷地境界（北東側におい

ては、緩衝緑地内）に仮囲い（高

さ３ｍ）を設置する。 

・既存施設の工場棟解体時には全覆

い仮設テント等を設置し、建物全

体と建設機械を覆う。 

・工事には、可能な限り低騒音

型・低振動型の建設機械や工法

を採用する。 

・建設機械は点検及び整備を行

い、良好な状態で使用し、騒

音・振動の発生を極力少なくす

るよう努める。 

・建設機械類の配置については１

か所で集中稼働することのない

ように、事前に作業計画を十分

に検討する。 

・作業時間及び作業手順は、周辺

に著しい影響を及ぼさないよう

に、事前に工事工程を十分に計

画する。また、早朝、夜間作業

及び日曜、祝日の作業は原則と

して行わない。 

・計画地周辺の住宅、学校、保育

所、福祉施設等への影響を配慮

し、適切な防音対策を講じる。 

・工事用車両の走行にあたっては、規

制速度を厳守する。 

・作業時間及び作業手順は、周辺に著

しい影響を及ぼさないように、事前

に工事工程を十分に計画する。特

に、工事用車両の搬出入について

は、特定の時間に集中しないよう計

画する。また、早朝、夜間作業及び

日曜、祝日の作業は原則として行わ

ない。 

・資材の搬入、建設発生土の搬出に際

しては、車両の走行ルートの限定、

安全走行等により、騒音・振動の低

減に努める。また、早朝、夜間及び

日曜、祝日の搬出入は原則として行

わない。 

 

(２) 調査地域  

調査地域は、計画地及びその周辺地域とする。 
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(３) 調査方法  

調査方法は、表 5.3-2(1)及び(2)に示すとおりとする。 

 

表 5.3-2(1) 調査方法 

調査事項 建設機械の稼働に伴う騒音・振動 工事用車両の走行に伴う騒音・振動 

調査時点 

建設工事の主な工種について、騒音・

振動が最大となる時点とする。 

【建設機械の稼働に伴う騒音】 

・解体・土工事（煙突解体、掘削）（工

事開始 39 か月目） 

・く体・プラント工事（建方、据付、

盛土）（工事開始 65 か月目） 

【建設機械の稼働に伴う振動】 

・解体・土工事（煙突解体、掘削）（工

事開始 30 か月目） 

・く体・プラント工事（建方、据付、

盛土）（工事開始 65 か月目） 

工事用車両の走行台数が最も多くな

る時点（工事開始 33～36 か月目）と

する。 

調
査
期
間 

予測した事項 

代表的な１日（作業時間の前後１時

間を含む７時から 19時まで）とする。
注 1） 

【工事用車両の走行に伴う騒音】 

代表的な１日（６時から 22時まで）

とする。注 2） 

【工事用車両の走行に伴う振動】 

代表的な１日（作業時間の前後１

時間を含む７時から 19 時まで）とす

る。注 1） 

予測条件の状況 

【建設機械の稼働状況】 

『予測した事項』と同一とする。 

【工事用車両の台数及び断面交通

量】 

 『予測した事項』と同一とする。 

環境保全のための措

置の実施状況 
工事の施行中の随時とする。 

注 1）現場の状況に応じて、上記以外の時間帯で建設機械の稼働や工事用車両の出入がある場合には調査を行う。 

注 2）騒音に係る環境基準の昼間（６時から 22 時）の時間区分。 
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表 5.3-2(2) 調査方法 

調査事項 建設機械の稼働に伴う騒音・振動 工事用車両の走行に伴う騒音・振動 

調
査
地
点 

予測した事項 

図 5.3-1に示す敷地境界４地点とし、

簡易測定により、工種別・地点別に騒

音・振動が最大となる地点を設定す

る。 

なお、南西側敷地境界における騒音

測定点の高さは、地上 1.2ｍとす

る。 

図 5.3-2 に示す４地点とする。 

予測条件の状況 

【建設機械の稼働状況】 

計画地内とする。 

【工事用車両の台数及び断面交通

量】 

「5.1 大気汚染」の工事用車両の

走行に伴う大気質の状況（p.39 図

5.1-3）と同一とする。 

環境保全のための

措置の実施状況 
計画地内及びその周辺とする。 

調
査
方
法 

予測した事項 

・建設作業騒音レベルの測定は、「指

定建設作業に適用する勧告基準」

（平成 12 年 12 月 22日東京都条例

第 215 号）に定める測定方法とす

る。 

・建設作業振動レベルの測定は、「指

定建設作業に適用する勧告基準」

（平成 12 年 12 月 22日東京都条例

第 215 号）に定める測定方法とす

る。 

・道路交通騒音レベルの測定は、「騒

音に係る環境基準について」（平成

10年 9月 30日環境庁告示第 64号）

に定める測定方法とする。 

・道路交通振動レベルの測定は、「日

常生活等に適用する規制基準につ

いて」（平成 12 年 12 月 22 日東京

都条例第 215 号）に定める測定方

法とする。 

予測条件の状況 

【建設機械の稼働状況】 

現地調査（写真撮影等）及び関連資

料の整理による方法とする。 

【工事用車両の台数】 

施工事業者からの関連資料の整理

による方法とする。 

【断面交通量】 

目視等による計数の連続調査とす

る。 

環境保全のための

措置の実施状況 
現地調査（写真撮影等）及び関連資料の整理による方法とする。 

 

 



5.3 騒音・振動 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.3-1 建設機械の稼働に伴う騒音・振動レベル調査地点 
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図5.3-2 工事用車両の走行に伴う騒音・振動レベル調査地点 

調査地点※ 

※調査を行う際に周辺の土地所有者と調整の上、機器設置が可能な場所とする。 
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5.3.2 工事の完了後 

(１) 調査事項 

調査事項は、表 5.3-3に示すとおりとする。 

 

表 5.3-3 調査事項 

区分 調査事項 

予測した事項 施設の稼働に伴う騒音・振動 
ごみ収集車両等の走行に伴う 

騒音・振動 

予測条件の状況 
・清掃工場の設備機器の配置及び稼

働状況（稼働時間、使用状況等） 

・ごみ収集車両等の台数及び断面交

通量（時間帯別、車種別、方向別） 

環境保全のための措置

の実施状況 

・工場設備は原則として、屋内に

設置する。また、必要に応じて

周囲の壁に吸音材を取り付ける

等、騒音を減少させる対策を行

う。 

・騒音対策が必要な機器（ボイラ

用安全弁等）には消音器を設置

する。また、給排気設備にはガ

ラリやチャンバー室を設ける

等、必要に応じて騒音対策を講

じる。 

・振動の発生するおそれのある設

備機器には、防振ゴムを取り付

ける等の振動対策を行う。 

・ごみ収集車両等の走行にあたっ

ては、規制速度を厳守する。 

・ごみ収集車両等の走行について

は、周辺環境に配慮するよう、

速度厳守などの注意喚起を徹底

する。 

・ごみ収集車両等の走行について

は、運転手等の関係者に環境保

全のための措置の内容を周知徹

底する。 

 

 

(２) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とする。 
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 (３) 調査方法 

調査方法は、表 5.3-4(1)及び(2)に示すとおりとする。 

 

表 5.3-4(1) 調査方法 

注）騒音に係る環境基準の昼間（６時から 22 時）の時間区分。 

 

 

  

調査事項 施設の稼働に伴う騒音・振動 
ごみ収集車両等の走行に伴う 

騒音・振動 

調査時点 施設の稼働が通常の状態に達した時点とする。 

調
査
期
間 

予測した事項 
代表的な１日（24 時間）及び施設停

止時の１日（24 時間）とする。 

【ごみ収集車両等の走行に伴う騒

音】 

代表的な１日（6 時から 22 時まで）

とする。注） 

【ごみ収集車両等の走行に伴う振

動】 

代表的な１日（８時から 17時まで）

とする。 

予測条件の状況 

【清掃工場の設備機器の配置及び稼

働状況】 

『予測した事項』と同一とする。 

【ごみ収集車両等の台数及び断面交

通量】 

 『予測した事項』と同一とする。 

環境保全のための

措置の実施状況 
施設の稼働が通常の状態に達した時点の随時とする。 

調
査
地
点 

予測した事項 

図 5.3-3に示す敷地境界４地点とし、

簡易測定により、地点別に騒音・振動

が最大となる地点を設定する。 

図 5.3-4 に示す５地点とする。 

予測条件の状況 

【清掃工場の設備機器の配置及び稼

働状況】 

計画地内とする。 

【ごみ収集車両等の台数及び断面交

通量】 

「5.1 大気汚染」のごみ収集車両

等の走行に伴う大気質の状況（p.47

図 5.1-6）と同一とする。 

環境保全のための

措置の実施状況 
計画地内及びその周辺とする。 
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表 5.3-4(2) 調査方法 

 

 

 

  

調査事項 施設の稼働に伴う騒音・振動 
ごみ収集車両等の走行に伴う 

騒音・振動 

調
査
方
法 

予測した事項 

・清掃工場騒音レベルの測定は、「工

場及び指定作業場に適用する規制

基準」（平成 12 年 12 月 22 日東京

都条例第 215 号）に定める測定方

法とする。 

・清掃工場振動レベルの測定は、「工

場及び指定作業場に適用する規制

基準」（平成 12 年 12 月 22 日東京

都条例第 215 号）に定める測定方

法とする。 

・道路交通騒音レベルの測定は、「騒

音に係る環境基準について」(平成

10年 9月 30日環境庁告示第 64号)

に定める測定方法とする。 

・道路交通振動レベルの測定は、「日

常生活等に適用する規制基準につ

いて」（平成 12 年 12 月 22 日東京

都条例第 215 号）に定める測定方

法とする。 

予測条件の状況 

【清掃工場の設備機器の配置及び稼

働状況】 

現地調査（写真撮影等）及び関連資

料の整理による方法とする。 

【ごみ収集車両等の台数】 

関連資料の整理による方法とす

る。 

【断面交通量】 

目視等による計数の連続調査とす

る。 

環境保全のための

措置の実施状況 
現地調査（写真撮影等）及び関連資料の整理による方法とする。 
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図5.3-3 施設の稼働に伴う騒音・振動レベル調査地点 

  

調査地点 
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図5.3-4 ごみ収集車両等の走行に伴う騒音・振動レベル調査地点 

※調査を行う際に周辺の土地所有者と調整の上、機器設置が可能な場所とする。 

調査地点※ 


